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１
．
改
正
の
経
緯

Ｑ
１　
な
ぜ
債
権
法
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に

　
　
　
な
っ
た
の
で
す
か
。 

Ａ　

民
法
は
約
１
２
０
年
前
に
成
立
し
た
古

い
法
律
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
間
に
、
社
会
・

経
済
の
状
況
は
変
化
し
、
判
例
も
蓄
積
し

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
特
に
国
民
の
日
常

生
活
や
経
済
活
動
に
関
わ
り
の
深
い
債
権

法
分
野
を
刷
新
し
、
国
民
に
と
っ
て
分
か

り
や
す
い
法
律
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

Ｑ
２　
改
正
法
が
施
行
さ
れ
る
の
は
い
つ
で
す

　
　
　
か
。

Ａ　
公
布
か
ら
３
年
以
内
と
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
遅
く
と
も
平
成
32
年
６
月
２
日
ま
で
に
は

施
行
さ
れ
ま
す
。

２
．
債
権
回
収
へ
の
影
響

Ｑ
３　

企
業
の
債
権
回
収
に
ど
の
よ
う
な
影

　
　
　

響
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

Ａ　
時
効
管
理
は
債
権
回
収
の
基
本
で
す
が
、

そ
の
時
効
期
間
が
改
正
さ
れ
ま
す
。
現
行
法
で

は
、
商
事
債
権
の
消
滅
時
効
は
原
則
５
年
で
す

が
、
短
期
消
滅
時
効
の
特
則
も
存
在
し
、
例
え

ば
、
工
事
の
請
負
代
金
は
３
年
、
商
品
の
売
掛

金
は
２
年
、
飲
食
店
の
料
金
は
１
年
な
ど
と
、

時
効
期
間
が
ま
ち
ま
ち
で
す
。
改
正
法
で
は
こ

れ
が
統
一
さ
れ
ま
す
。

Ｑ
４　
統
一
さ
れ
る
と
ど
う
な
る
の
で
す
か
。

Ａ　
①
債
権
者
が
権
利
を
行
使
で
き
る
と
知
っ

た
と
き
か
ら
５
年
、
ま
た
は
、
②
客
観
的
に
権

利
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
か
ら
10

年
と
な
り
ま
す
。

Ｑ
５　
時
効
期
間
が
変
わ
っ
た
ら
、
気
を
付
け

　
　
　
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

Ａ　
た
と
え
ば
、
今
ま
で
２
年
で
時
効
だ
っ
た

の
が
５
年
や
10
年
に
伸
び
る
点
で
は
債
権
者
に

便
宜
で
す
が
、
そ
の
結
果
、
肝
心
の
時
効
管
理

を
失
念
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
注
意
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
債
権
者
は
権
利
を
行
使
で
き
る

と
知
っ
て
い
る
の
が
通
常
で
す
の
で
、
基
本
的

に
は
消
滅
時
効
は
５
年
と
意
識
し
、
そ
れ
を
過

ぎ
る
前
に
時
効
の
更
新
等
の
措
置
を
取
る
べ
き

で
す
。

　
一
方
、
債
務
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
最
長

で
10
年
後
に
請
求
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
支
払
っ
た
こ
と
の
証

拠
（
領
収
書
な
ど
）
も
そ
れ
ま
で
保
管
し
て
お

い
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

Ｑ
６　
時
効
の
「
中
断
」
は
聞
い
た
こ
と
が
あ

　
　
　
り
ま
す
が
、「
更
新
」
と
は
何
で
す
か
。

Ａ　
用
語
を
改
め
た
も
の
で
す
。
現
行
法
は
時

効
障
害
事
由
と
し
て
「
中
断
」
と
「
停
止
」
を

定
め
て
い
ま
す
が
、
誤
解
が
生
じ
や
す
い
用
語

な
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
更
新
」「
完
成
猶
予
」
と

改
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
仮
差
押
え
や
仮
処
分
は
、
現
行
法
で

は
時
効
中
断
（
更
新
）
事
由
で
す
が
、
改
正
後

は
完
成
猶
予
事
由
に
変
わ
り
ま
す
。

Ｑ
７　
期
限
内
に
弁
済
し
て
も
ら
え
な
い
と
き

　
　
　
は
、
遅
延
損
害
金
を
加
え
て
請
求
で
き

　
　
　
ま
す
が
、
そ
れ
は
変
わ
り
ま
せ
ん
か
。

Ａ　

遅
延
損
害
金
を
請
求
で
き
る
こ
と
は
変

わ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
利
率
を
合
意
で
定
め
て

い
な
い
場
合
に
適
用
さ
れ
る
法
定
利
率
が
変
わ

り
ま
す
。
現
行
法
で
は
、
民
事
法
定
利
率
は
年

５
％
、
商
事
法
定
利
率
は
年
６
％
で
す
が
、
改

正
後
は
、
民
事
法
定
利
率
は
年
３
％
（
そ
の
後

３
年
ご
と
に
変
動
）
と
な
り
、
商
事
法
定
利
率

は
廃
止
さ
れ
ま
す
。

Ｑ
８　
改
正
後
も
、
債
権
保
全
の
た
め
に
保
証

　
　
　
人
を
取
る
こ
と
は
か
ま
い
ま
せ
ん
か
。

Ａ　
合
意
に
よ
り
保
証
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で

き
る
こ
と
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、改
正
法
で
は
、

一
定
の
場
合
に
公
正
証
書
の
作
成
や
保
証
人
に

対
す
る
情
報
提
供
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
り
、
個

人
の
根
保
証
に
極
度
額
の
設
定
が
義
務
づ
け
ら

れ
る
な
ど
、
保
証
人
の
保
護
策
が
図
ら
れ
て
い

ま
す
。

Ｑ
９　
債
権
回
収
に
関
す
る
改
正
事
項
は
他
に

　
　
　
も
あ
り
ま
す
か
。

Ａ　
債
権
者
代
位
、
詐
害
行
為
取
消
、
債
権
譲

渡
、
相
殺
な
ど
の
制
度
も
、
改
正
に
よ
り
規
定

が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

誌上相談室 Q＆A　明治29年に制定された民法は、これま
でも度々改正されてきましたが、本年5
月、契約をはじめとする債権債務関係を
規律する条文を大改正する改正法が成立
しました。施行までまだ時間はあります
が、改正内容をチェックし、早めに対応
の準備をしておくに越したことはありま
せん。
　改正された項目は多岐にわたりますが、
多くの事業者が直面し得る、債権回収に
影響する改正について紹介します。

民法制定から１２０年
債権法の改正と債権回収

【テーマ】

曽
我
　
陽
一 

氏

【
回
答
】

当
所
窓
口
専
門
家

曽
我
法
律
事
務
所
（
青
葉
区
一
番
町
）

弁
護
士

消滅時効期間の改正
・主観的起算点から5年、客観的起算点から10年に統一。

法定利率の変更
・年3％＋変動利率

保証人の保護
・公正証書。情報提供。極度額など。

債権法改正と債権回収


